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(57)【要約】
【課題】本発明では、透過照明光学系と落射照明光学系
とを有し、蛍光体が付与された固体発光素子を透過照明
系の光源とする顕微鏡システムを用いて落射照明観察を
する場合、落射照明光学系から落射光が固体発光素子に
あたらないようにすることを目的とする。
【解決手段】顕微鏡システムは、観察体が載置されるス
テージと、透過照明光学系と、落射照明光学系と、前記
透過照明系の光源であって蛍光体が付与された固体発光
素子と、前記落射照明光学系からの前記固体発光素子へ
の落射光の照射を遮光する遮光手段と、を備えることに
より、上記課題の解決を図る。
【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察体が載置されるステージと、
　透過照明光学系と、
　落射照明光学系と、
　前記透過照明系の光源であって蛍光体が付与された固体発光素子と、
　前記落射照明光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光する遮光手段と、
　を備えることを特徴とする顕微鏡システム。
【請求項２】
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路に対して挿抜可能である
　ことを特徴とする請求項１に記載の顕微鏡システム。
【請求項３】
　前記顕微鏡システムは、さらに、
　前記透過正目光学系の光路に挿入される複数の光学素子を切り替え可能である光学素子
切替手段
　を備え、
　前記遮光手段は、前記光学素子切替手段内にある前記光学素子間の遮光部分である
　ことを特徴とする請求項２に記載の顕微鏡システム。
【請求項４】
　前記光学素子切替手段は、透過用フィルターターレットであり、
　前記遮光手段は、前記透過用フィルターターレットに搭載されたフィルター間にある遮
光領域である
　ことを特徴とする請求項３に記載の顕微鏡システム。
【請求項５】
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路に対して挿抜可能なシャ
ッターである
　ことを特徴とする請求項２に記載の顕微鏡システム。
【請求項６】
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路から、該固体発光素子を
相対的に外す
　ことを特徴とする請求項２に記載の顕微鏡システム。
【請求項７】
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路から、該固体発光素子を
移動させる固体発光素子移動手段を有する
　ことを特徴とする請求項６に記載の顕微鏡システム。
【請求項８】
　前記顕微鏡システムは、さらに、
　前記透過照明光学系及び落射照明光学系のうちいずれの光学系を用いて観察するかを選
択するための選択手段と、
　前記選択された光学系が前記落射光学系である場合、前記固体発光素子による発光を消
灯させると共に、前記遮光手段を制御して、前記落射照明光学系からの前記固体発光素子
への落射光の照射を遮光する制御手段と、
　を備えることを特徴とする請求項１～７のうちいずれか１項に記載の顕微鏡システム。
【請求項９】
　観察体が載置されるステージと、
　透過照明光学系と、
　落射照明光学系と、
　前記透過照明系の光源であって蛍光体が付与された固体発光素子と、
　前記落射照明光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光する遮光手段と、
　を備える顕微鏡システムの動作を制御する処理をコンピュータに実行させる顕微鏡シス
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テム制御プログラムであって、
　前記透過照明光学系及び落射照明光学系のうちいずれの光学系を用いて観察するかの選
択情報を取得する取得処理と、
　前記選択された光学系が前記落射光学系である場合、前記固体発光素子による発光を消
灯させると共に、前記遮光手段を制御して、前記落射照明光学系からの前記固体発光素子
への落射光の照射を遮光する制御処理と、
　を、コンピュータに実行させる顕微鏡システム制御プログラム。
【請求項１０】
　観察体が載置されるステージと、
　透過照明光学系と、
　落射照明光学系と、
　前記透過照明系の光源であって蛍光体が付与された固体発光素子と、
　を備える顕微鏡システムの制御方法であって、
　遮光手段により前記落射照明光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光す
る
　ことを特徴とする顕微鏡システムの制御方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の対物レンズを有し、微小な試料の拡大観察を行う、各種光学部材がモ
ータによって駆動される顕微鏡システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　落射蛍光観察において、励起光が被検体を通過し、透過照明光学系まで入射する。この
とき、入射した励起光により透過照明光学系が自家蛍光を発して、蛍光像のコントラスト
が低下する。
【０００３】
　特許文献１では、被検体を通過する落射による励起光を遮光するシャッターを、被検体
と透過照明系のレンズとの間の光路に挿脱可能に配置した落射型蛍光顕微鏡が開示されて
いる。
【０００４】
　近年、白色ＬＥＤ（ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）の輝度の向上に伴い
、白色ＬＥＤを顕微鏡の透過照明光源として使用するケースが増えている。３チップ方式
（Ｒ／Ｇ／Ｂの３つの発光体を同チップに封入したＬＥＤ）等の擬似白色発光ＬＥＤを除
いて、多くの白色ＬＥＤは励起光源として４００～４８０ｎｍ近辺に発光スペクトルを持
つ発光体を励起光源として、その上部に設けられた蛍光体を励起し、励起光と蛍光の加法
混色により擬似白色を作り出している（図１７）。
【特許文献１】実開平２－１４０５１４号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、このような白色ＬＥＤを顕微鏡の透過照明として使用する場合、落射蛍
光検鏡時に使用する励起光によって白色ＬＥＤ内の蛍光体が励起されてしまう。したがっ
て、透過照明としての白色ＬＥＤを消灯させているにも関わらず、その白色ＬＥＤは蛍光
発光してしまう。この蛍光が観察対象である標本での蛍光発光に加えられ、標本像におけ
るオフセット光成分（ノイズ）として検出（すなわち、観察または撮像）されてしまう。
【０００６】
　このように、白色ＬＥＤに外部から励起光が照射されると、蛍光体が劣化し、蛍光体か
らの蛍光の光量が低下する。そうすると、ＬＥＤからの発光スペクトルによる青色成分と
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、蛍光体からの発光スペクトルによる黄色成分とのバランスが崩れ、白色発光を得ること
が得ることができなくなってしまう。
【０００７】
　また、白色ＬＥＤに外部から励起光が照射されると、白色ＬＥＤを覆っているレンズ材
料自体も劣化を早めてしまう。
　また、上述したように、従来、透過照明光学系からの入射による励起光により透過照明
光学系が自家蛍光を発し、その自家蛍光が観察光路内に迷光として入り込んでいた。しか
し、上述の通り、透過照明光源に白色ＬＥＤを用いた場合、白色ＬＥＤを消灯させている
にも関わらず、その白色ＬＥＤはすることになるが、この白色ＬＥＤは光源位置にあるた
め、その発光は光源からの自家蛍光となる。したがって、白色ＬＥＤ光源による光源の自
家蛍光は、光学素子の自家蛍光に比べ遥かにその影響が大きい。
【０００８】
　ここで、特許文献１において、光源の種類（ハロゲンやＬＥＤ等）を限定していない。
しかしながら、特許文献１では、透過照明系に搭載されている光学素子の自家蛍光を遮断
することを目的としており、ＬＥＤを光源に搭載した際の光源の自家蛍光を防止する目的
ではない。
【０００９】
　上記課題に鑑み、本発明では、透過照明光学系と落射照明光学系とを有し、蛍光体が付
与された固体発光素子を透過照明系の光源とする顕微鏡システムを用いて落射照明観察を
する場合、落射照明光学系から落射光が固体発光素子にあたらないようにすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明にかかる顕微鏡システムは、観察体が載置されるステージと、透過照明光学系と
、落射照明光学系と、前記透過照明系の光源であって蛍光体が付与された固体発光素子と
、前記落射照明光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光する遮光手段と、
を備えることを特徴とする。
【００１１】
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路に対して挿抜可能である
ことを特徴とする。
　前記顕微鏡システムは、さらに、前記透過正目光学系の光路に挿入される複数の光学素
子を切り替え可能である光学素子切替手段を備え、前記遮光手段は、前記光学素子切替手
段内にある前記光学素子間の遮光部分であることを特徴とする。
【００１２】
　前記光学素子切替手段は、透過用フィルターターレットであり、前記遮光手段は、前記
透過用フィルターターレットに搭載されたフィルター間にある遮光領域であることを特徴
とする。
【００１３】
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路に対して挿抜可能なシャ
ッターであることを特徴とする。
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路から、該固体発光素子を
相対的に外すことを特徴とする。
【００１４】
　前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路から、該固体発光素子を
移動させる固体発光素子移動手段を有することを特徴とする。
　前記顕微鏡システムは、さらに、前記透過照明光学系及び落射照明光学系のうちいずれ
の光学系を用いて観察するかを選択するための選択手段と、前記選択された光学系が前記
落射光学系である場合、前記固体発光素子による発光を消灯させると共に、前記遮光手段
を制御して、前記落射照明光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光する制
御手段と、を備えることを特徴とする。
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【００１５】
　本発明にかかる、観察体が載置されるステージと、透過照明光学系と、落射照明光学系
と、前記透過照明系の光源であって蛍光体が付与された固体発光素子と、前記落射照明光
学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光する遮光手段と、を備える顕微鏡シ
ステムの動作を制御する処理をコンピュータに実行させる顕微鏡システム制御プログラム
は、前記透過照明光学系及び落射照明光学系のうちいずれの光学系を用いて観察するかの
選択情報を取得する取得処理と、前記選択された光学系が前記落射光学系である場合、前
記固体発光素子による発光を消灯させると共に、前記遮光手段を制御して、前記落射照明
光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光する制御処理と、を、コンピュー
タに実行させることを特徴とする。
【００１６】
　本発明にかかる、観察体が載置されるステージと、透過照明光学系と、落射照明光学系
と、前記透過照明系の光源であって蛍光体が付与された固体発光素子と、を備える顕微鏡
システムの制御方法はて、遮光手段により前記落射照明光学系からの前記固体発光素子へ
の落射光の照射を遮光することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、透過照明光学系と落射照明光学系とを有し、蛍光体が付与された固体
発光素子を透過照明系の光源とする顕微鏡システムを用いて落射照明観察をする場合、落
射照明光学系から落射光が固体発光素子にあたらないようにすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の実施形態にかかる顕微鏡システムは、観察体が載置されるステージと、透過照
明光学系と、落射照明光学系と、蛍光体が付与された固体発光素子と、遮光手段と、を備
える。
【００１９】
　蛍光体が付与された固体発光素子は、前記透過照明系の光源である。この固体発光素子
は、例えば本発明の実施形態で言えば、白色ＬＥＤ光源２２，９１である。
　遮光手段は、前記落射照明光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光する
。ここで、遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路に対して挿抜可能で
ある。
【００２０】
　このように構成することにより、透過照明光学系と落射照明光学系とを有し、蛍光体が
付与された固体発光素子を透過照明系の光源とする顕微鏡システムを用いて落射照明観察
をする場合、落射照明光学系から落射光が固体発光素子にあたらないようにすることがで
きる。
【００２１】
　前記顕微鏡システムは、さらに、前記透過正目光学系の光路に挿入される複数の光学素
子を切り替え可能である光学素子切替手段を備えてもよい。このとき、前記遮光手段は、
前記光学素子切替手段内にある前記光学素子間の遮光部分である。
【００２２】
　また、前記光学素子切替手段は、透過用フィルターターレットであってもよい。このと
き、前記遮光手段は、前記透過用フィルターターレットに搭載されたフィルター間にある
遮光領域である。透過用フィルターターレットは、例えば本発明の実施形態で言えば、透
過用フィルターターレット１０、透過用フィルター切替部７０に相当する。遮光手段は、
例えば本発明の実施形態で言えば、透過用フィルターターレットの穴間領域６１、透過用
フィルター切替部７０の穴間領域７２に相当する。
【００２３】
　このように構成することにより、透過用フィルターターレットに搭載されたフィルター
間にある遮光領域をシャッターとして用いることができる。
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　また、前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路に対して挿抜可能
なシャッターであってもよい。前記遮光手段は、例えば本発明の実施形態で言えば、迷光
防止シャッター８０に相当する。
【００２４】
　このように構成することにより、落射光が前記固体発光素子に照射しないように、落射
光を遮光することができる。
　また、前記遮光手段は、前記観察体と前記固体発光素子との間の光路から、該固体発光
素子を相対的に外すようにしてもよい。すなわち、前記遮光手段は、前記観察体と前記固
体発光素子との間の光路から、該固体発光素子を移動させる固体発光素子移動手段を有し
てもよい。この場合の前記遮光手段は、例えば本発明の実施形態で言えば、白色ＬＥＤ駆
動モータ９２または固体発光素子へ入射する観察光路を移動させるミラー１２に相当する
。
【００２５】
　このように構成することにより、固体発光素子を観察光路上から外すことにより、固体
発光素子に落射照明の励起光成分が照射されるのを防止することができる。
　前記顕微鏡システムは、さらに、選択手段と、制御手段を備えていてもよい。
【００２６】
　選択手段は、前記透過照明光学系及び落射照明光学系のうちいずれの光学系を用いて観
察するかを選択する。選択手段は、例えば本発明の実施形態で言えば、操作部４０に相当
する。
【００２７】
　制御手段は、前記選択された光学系が前記落射光学系である場合、前記固体発光素子に
よる発光を消灯させると共に、前記遮光手段を制御して、前記落射照明光学系からの前記
固体発光素子への落射光の照射を遮光する。制御手段は、例えば本発明の実施形態で言え
ば、顕微鏡制御部３０に相当する。
【００２８】
　このように構成することにより、透過照明観察から落射照明観察への切替に連動して、
前記落射照明光学系からの前記固体発光素子への落射光の照射を遮光することができる。
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態の詳細を説明する。
【００２９】
　＜第1の実施形態＞
　（実施例１）
　図１は、本実施形態（実施例１）における顕微鏡システム１の構成例を示す。顕微鏡装
置２には、透過観察用光学系として、透過照明用光源（本実施形態では、白色ＬＥＤ光源
２２を用いる）と、透過照明用光源２２の照明光を集光するコレクタレンズ１３と、ミラ
ー１２、透過用フィルターターレット１０とが備えられている。また、落射観察光学系と
して、蛍光キューブ４、単色ＬＥＤ光源の落射照明用光源２１ａと、コレクタレンズ１４
とが備えられている。
【００３０】
　また、これらの透過観察用光学系の光路と落射観察用光学系の光路とが重なる観察光路
上には、観察体（標本）５０が載置される電動ステージ７が備えられている。電動ステー
ジ７は、上下左右の各方向に移動可能である。
【００３１】
　なお、電動ステージ７は、原点センサによる原点検出機能（不図示）を有している。こ
れにより、電動ステージ７に載置した標本５０の座標検出及び座標指定による移動制御を
行うことができる。
【００３２】
　また、観察光路上には、レボルバ５と、蛍光キューブ４と、接眼レンズ３とが備えられ
ている。レボルバ５は、複数装着された対物レンズ６から観察に使用するものを回転動作
により選択する。
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【００３３】
　電動ステージ７の下方には、透過用フィルターターレット１０、透過用フィルターター
レット駆動モータ１１が設けられている。透過用フィルターターレット駆動モータ１１は
、透過用フィルターターレット１０を回転させるための動力である。透過用フィルタータ
ーレット１０については、図２で説明する。
【００３４】
　顕微鏡制御部３０は、顕微鏡装置２全体の動作を制御する機能を有する。顕微鏡制御部
３０は、ＣＰＵ（中央演算装置）、記憶装置、操作部４０等を備える。ＣＰＵは、制御プ
ログラムの実行によって顕微鏡システム全体の動作を制御する。記憶装置は、ＣＰＵが必
要に応じてワークメモリとして使用してもよいし、また本実施形態におけるプログラム等
が格納されていてもよい。操作部４０は、ユーザからの各種の指示を取得するマウスやキ
ーボード等の入力装置である。
【００３５】
　顕微鏡制御部３０は、操作部４０からの制御信号に応じ、検鏡方法の変更、透過照明用
光源２２及び落射照明用光源２１の調光を行う機能を有する。また、顕微鏡制御部３０は
、ステージＸ－Ｙ駆動制御部（不図示）と、ステージＺ駆動制御部（不図示）を制御する
ことにより、電動ステージ７の駆動を制御している。
【００３６】
　ここで、顕微鏡制御部３０は、照明制御手段３１、透過用フィルターターレット制御手
段３２を有する。照明制御手段３１は、単色ＬＥＤ光源２１ａ、白色ＬＥＤ光源２２の動
作を制御する。すなわち、照明制御手段３１は、単色ＬＥＤ光源２１ａ、白色ＬＥＤ光源
２２の電源をＯＮ／ＯＦＦする。透過用フィルターターレット制御手段３２は、透過用フ
ィルターターレット駆動モータ１１の動作を制御する。
【００３７】
　図２は、本実施形態における透過用フィルターターレットの一例を示す。透過フィルタ
ーターレット１０には、例えば、ＮＤフィルター、補正フィルター等のフィルター６０ａ
，６０ｂ，６０ｃ，６０ｄ（これらを総称してフィルター６０という）が切り換え可能に
装着されている。また、フィルター６０間にある領域を穴間領域６１ａ，６１ｂ，６１ｃ
，６１ｄ（これらを総称して穴間領域６１という）という。
【００３８】
　図３は、本実施形態（実施例１）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。まず
、観察者は、操作部４０を操作して、透過照明観察を行うか落射照明観察を行うかを指定
する。その操作部４０からの指示信号は、顕微鏡制御部３０に送られる。
【００３９】
　操作部４０からの指示が落射照明観察である場合（Ｓ１１で「落射」へ進む）、照明制
御手段３１は、白色ＬＥＤ光源２２を消灯させる（Ｓ１２）。
　次に、透過用フィルターターレット制御手段３２は、透過用フィルターターレットのフ
ィルター６０を通過する観察光路の位置が、穴間領域６１になるように、透過用フィルタ
ーターレット駆動モータ１１を駆動させる。これにより、観察光路が穴間領域６１に位置
するように透過用フィルターターレット１０を回転させる。その結果、落射光が白色ＬＥ
Ｄ光源２２に照射しないように、落射光を遮光することができる（Ｓ１３）。その後、照
明制御手段３１は、落射照明光源２１ａを点灯させる（Ｓ１４）。
【００４０】
　また、操作部４０からの指示が透過照明観察である場合（Ｓ１１で「透過」へ進む）、
照明制御手段３１は、落射照明光源２１ａを消灯させる（Ｓ１５）。
　ここで、既に落射光が白色ＬＥＤ光源２２に照射しないように遮光されている場合、す
なわち、観察光路の位置が透過用フィルターターレット１０の穴間領域６１にある場合、
透過用フィルターターレット制御手段３２は、観察光路の位置が穴間領域６１からフィル
ター６０に移動するように透過用フィルターターレット駆動モータ１１を回転させる（Ｓ
１６）。これにより、落射光が白色ＬＥＤ光源２２に照射しないように遮光されている状
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態を解除できる。
【００４１】
　その後、照明制御手段３１は、白色ＬＥＤ光源２２を点灯させる（Ｓ１７）。観察が終
了するまで、Ｓ１～Ｓ７を繰り返す（Ｓ１８で「Ｎｏ」）。観察が終了すれば（Ｓ１８で
「Ｙｅｓ」）、本フローは終了する。
【００４２】
　なお、本実施形態では遮光手段として透過用フィルターターレットを用いたが、これに
限定されない。例えば、透過用フィルターターレットの代わりに、図４の1次元方向また
は２次元方向に移動するスライド式の透過用フィルター切替部を用いてもよい。
【００４３】
　図４は、本実施形態における1次元方向に移動するスライド式の透過用フィルター切替
部７０を示す。透過用フィルター切替部７０には、例えば、ＮＤフィルター、補正フィル
ター等のフィルター７１ａ，７１ｂ，７１ｃ（これらを総称してフィルター７１という）
が切り換え可能に装着されている。また、フィルター７０間にある領域を穴間領域７２ａ
，７２ｂ，７２ｃ，７２ｄ（これらを総称して穴間領域７２という）という。
【００４４】
　（実施例２）
　実施例１では、落射照明光源として単色ＬＥＤを用いた顕微鏡システムについて説明し
た。それに対して、本実施例では、落射照明光源として、水銀ランプ、キセノンランプ等
を用いた顕微鏡システムについて説明する。なお、実施例１と同様の構成については同一
の符号を付し、その説明を省略する。
【００４５】
　図５は、本実施形態（実施例２）における顕微鏡システムの構成例を示す。本実施例の
顕微鏡システムでは、落射照明光源２１ｂとして、水銀ランプ、キセノンランプ等を用い
る。これらの光源は、通常頻繁に点灯／消灯を行うことに適さないので、本実施例の顕微
鏡システムでは、落射照明用シャッター２３、落射照明用シャッター２３を駆動させる落
射照明用シャッター駆動モータ２４が設けられている。落射照明用シャッター２３により
、落射照明光を遮光することにより、観察体５０へ照明させないようにする。これら以外
は、実施例１と同様の構成であるので、その説明を省略する。
【００４６】
　図６は、本実施形態（実施例２）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。以下
では、図３との相違点のみを説明する。
　図６では、照明制御手段３１は、Ｓ１５－１において、落射照明用シャッター駆動モー
タ２４を動作させることにより落射照明用シャッター２３を駆動させて、落射照明光源２
１ｂからの照明を遮光させる。
【００４７】
　また、照明制御手段３１は、Ｓ１４－１において、落射照明光源２１ａが消灯状態であ
る場合には点灯させる。もしくは、照明制御手段３１は、落射照明光源２１ａの照明が落
射照明用シャッター２３により遮光されている場合には落射照明用シャッター２３を開く
。これ以外は、図３と同様であるので、その説明を省略する。
【００４８】
　本実施形態によれば、光学素子切り換え手段の穴間領域により、白色ＬＥＤ光源２２に
照射される落射照明の励起光成分を遮断することができる。これにより、透過照明系を介
したＬＥＤの不要な自家蛍光成分をなくし、良好な蛍光画像を取得することができる。
【００４９】
　＜第２の実施形態＞
　第1の実施形態では、光学素子切り換え手段の穴間領域により、白色ＬＥＤ光源に照射
される落射照明の励起光成分を遮断した。それに対して、本実施形態では、迷光防止シャ
ッターにより、白色ＬＥＤ光源に照射される落射照明の励起光成分を遮断する顕微鏡シス
テムについて説明する。なお、本実施形態において、第1の実施形態と同様の構成につい
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ては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００５０】
　（実施例１）
　図７は、本実施形態（実施例１）における顕微鏡システムの構成例を示す。図７におい
て、顕微鏡システム１は、図１の構成に加えて、さらに、迷光防止シャッター８０、迷光
防止シャッター駆動モータ８１を備える。
【００５１】
　迷光防止シャッター８０は、電動ステージ７の下面側から観察光路を遮光する。迷光防
止シャッター駆動モータ８１は、迷光防止シャッター８０を駆動するための動力である。
　顕微鏡制御部３０は、照明制御手段３１、シャッター制御手段３３を有する。シャッタ
ー制御手段３３は、迷光防止シャッター駆動モータ８１の動作を制御することにより、迷
光防止シャッター８０を開閉させる。
【００５２】
　図８は、本実施形態における迷光防止シャッター８０の一例を示す。迷光防止シャッタ
ー８０は、迷光防止シャッター駆動モータ８１の動作によって、光軸（観察光路）に対し
て挿脱可能となっている。
【００５３】
　図９は、本実施形態（実施例１）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。まず
、観察者は、操作部４０を操作して、透過照明観察を行うか落射照明観察を行うかを指定
する。その操作部４０からの指示信号は、顕微鏡制御部３０に送られる。
【００５４】
　操作部４０からの指示が落射照明観察である場合（Ｓ２１で「落射」へ進む）、照明制
御手段３１は、白色ＬＥＤ光源２２を消灯させる（Ｓ２２）。
　次に、シャッター制御手段３３は、迷光防止シャッター駆動モータ８１を駆動させて、
迷光防止シャッター８０を閉じる。これにより、落射光が白色ＬＥＤ２２に照射しないよ
うに遮光することができる（Ｓ２３）。その後、照明制御手段３１は、落射照明光源２１
ａを点灯させる（Ｓ２４）。
【００５５】
　また、操作部４０からの指示が透過照明観察である場合（Ｓ２１で「透過」へ進む）、
照明制御手段３１は、落射照明光源２１ａを消灯させる（Ｓ２５）。
　ここで、既に落射光が白色ＬＥＤ光源２２に照射しないように遮光されている場合、す
なわち、迷光防止シャッター８０が閉じている場合、シャッター制御手段３３は、迷光防
止シャッター駆動モータ８１を駆動させて、迷光防止シャッター８０を開く（Ｓ２６）。
これにより、落射光が白色ＬＥＤ光源２２に照射しないように遮光されている状態を解除
できる。
【００５６】
　その後、照明制御手段３１は、白色ＬＥＤ光源２２を点灯させる（Ｓ２７）。観察が終
了するまで、Ｓ１～Ｓ７を繰り返す（Ｓ２８で「Ｎｏ」）。観察が終了すれば（Ｓ２８で
「Ｙｅｓ」）、本フローは終了する。
【００５７】
　（実施例２）
　実施例１では、落射照明光源として単色ＬＥＤを用いた顕微鏡システムについて説明し
た。それに対して、本実施例では、落射照明光源として、水銀ランプ、キセノンランプ等
を用いた顕微鏡システムについて説明する。なお、実施例１と同様の構成については同一
の符号を付し、その説明を省略する。
【００５８】
　図１０は、本実施形態（実施例２）における顕微鏡システムの構成例を示す。本実施例
の顕微鏡システムでは、落射照明光源２１ｂとして、水銀ランプ、キセノンランプ等を用
いる。これらの光源は、通常頻繁に点灯／消灯を行うことに適さないので、図５と同様に
、本実施例の顕微鏡システムでは、落射照明用シャッター２３、落射照明用シャッター２
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３を駆動させる落射照明用シャッター駆動モータ２４が設けられている。これら以外は、
実施例１と同様の構成であるので、その説明を省略する。
【００５９】
　図１１は、本実施形態（実施例２）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。以
下では、図９との相違点のみを説明する。
　図１１では、照明制御手段３１は、Ｓ２５－１において、落射照明用シャッター駆動モ
ータ２４を動作させることにより落射照明用シャッター２３を駆動させて、落射照明光源
２１ｂからの照明を遮光させる。
【００６０】
　また、照明制御手段３１は、Ｓ２４－１において、落射照明光源２１ａが消灯状態であ
る場合には点灯させる。もしくは、照明制御手段３１は、落射照明光源２１ａからの照明
が落射照明用シャッター２３により遮光されている場合には落射照明用シャッター２３を
開く。これ以外は、図９と同様であるので、その説明を省略する。
【００６１】
　本実施形態によれば、迷光防止シャッターにより、白色ＬＥＤ光源２２に照射される落
射照明の励起光成分を遮断することができる。これにより、透過照明系を介したＬＥＤの
不要な自家蛍光成分をなくし、良好な蛍光画像を取得することができる。
【００６２】
　＜第３の実施形態＞
　第１及び第２の実施形態では、観察光軸上に障害物を配置することにより、白色ＬＥＤ
光源２２に照射される落射照明光の励起光成分を遮断させる顕微鏡システムについて説明
した。それに対して、本実施形態では、白色ＬＥＤ光源２２を観察光軸上から外すことに
より、白色ＬＥＤ光源２２に落射照明の励起光成分が照射されない顕微鏡システムについ
て説明する。なお、本実施形態において、第1または第２の実施形態と同様の構成につい
ては、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００６３】
　（実施例１）
　図１２は、本実施形態（実施例１）における顕微鏡システムの構成例を示す。図１２に
おいて、顕微鏡システム１は、図１から透過用フィルターターレット制御手段３２を取り
除き、白色ＬＥＤ光源２２を白色ＬＥＤ光源９０に置き換えたものである。
【００６４】
　図１３は、本実施形態における透過照明光源としての白色ＬＥＤ光源９０（９０ａ，９
０ｂ）を示す。図１２（ａ）の白色ＬＥＤ光源９０ａでは、照明制御手段３１からの制御
信号に基づいて、白色ＬＥＤ駆動モータ９２ａが駆動し、白色ＬＥＤ９１ａが観察光路に
対して垂直方向に移動する。
【００６５】
　また、図１２（ｂ）の白色ＬＥＤ光源９０ｂでは、照明制御手段３１からの制御信号に
基づいて、白色ＬＥＤ駆動モータ９２ｂが駆動し、白色ＬＥＤ９１ｂが観察光路から離れ
るように回転する。
【００６６】
　以下では、白色ＬＥＤ光源９０ａ、９０ｂを総称して、白色ＬＥＤ光源９０と称する。
また、白色ＬＥＤ９１ａ，９１ｂを総称して、白色ＬＥＤ９１と称する。また、白色ＬＥ
Ｄ駆動モータ９２ａ，９２ｂを総称して、白色ＬＥＤ駆動モータ９２と称する。
【００６７】
　図１４は、本実施形態における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。まず、観察者は
、操作部４０を操作して、透過照明観察を行うか落射照明観察を行うかを指定する。その
操作部４０からの指示信号は、顕微鏡制御部３０に送られる。
【００６８】
　操作部４０からの指示が落射照明観察である場合（Ｓ３１で「落射」へ進む）、照明制
御手段３１は、白色ＬＥＤ光源９０を消灯させる（Ｓ３２）。
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　次に、照明制御手段３１は、白色ＬＥＤ駆動モータ９２を駆動させて、白色ＬＥＤ９１
を観察光路より外す。これにより、落射光が白色ＬＥＤ光源２２に照射しないように遮光
することができる（Ｓ３３）。その後、照明制御手段３１は、落射照明光源２１ａを点灯
させる（Ｓ３４）。
【００６９】
　また、操作部４０からの指示が透過照明観察である場合（Ｓ３１で「透過」へ進む）、
照明制御手段３１は、落射照明光源２１ａを消灯させる（Ｓ３５）。
　ここで、既に白色ＬＥＤ９１が観察光路から外されている場合、照明制御手段３１は、
その白色ＬＥＤ９１を元の位置に戻す（Ｓ３６）。
【００７０】
　その後、照明制御手段３１は、白色ＬＥＤ光源９０を点灯させる（Ｓ３７）。観察が終
了するまで、Ｓ３１～Ｓ３７を繰り返す（Ｓ３８で「Ｎｏ」）。観察が終了すれば（Ｓ３
８で「Ｙｅｓ」）、本フローは終了する。
【００７１】
　（実施例２）
　実施例１では、落射照明光源として単色ＬＥＤを用いた顕微鏡システムについて説明し
た。それに対して、本実施例では、落射照明光源として、水銀ランプ、キセノンランプ等
を用いた顕微鏡システムについて説明する。なお、実施例１と同様の構成については同一
の符号を付し、その説明を省略する。
【００７２】
　図１５は、本実施形態（実施例２）における顕微鏡システムの構成例を示す。本実施例
の顕微鏡システムでは、落射照明光源２１ｂとして、水銀ランプ、キセノンランプ等を用
いる。これらの光源は、通常頻繁に点灯／消灯を行うことに適さないので、図５と同様に
、本実施例の顕微鏡システムでは、落射照明用シャッター２３、落射照明用シャッター２
３を駆動させる落射照明用シャッター駆動モータ２４が設けられている。これら以外は、
実施例１と同様の構成であるので、その説明を省略する。
【００７３】
　図１６は、本実施形態（実施例２）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。以
下では、図１４との相違点のみを説明する。
　図１６では、照明制御手段３１は、Ｓ３５－１において、落射照明用シャッター駆動モ
ータ２４を動作させることにより落射照明用シャッター２３を駆動させて、落射照明光源
２１ｂからの照明を遮光させる。
【００７４】
　また、照明制御手段３１は、Ｓ３４－１において、落射照明光源２１ａが消灯状態であ
る場合には点灯させる。もしくは、照明制御手段３１は、落射照明光源２１ａからの照明
が落射照明用シャッター２３により遮光されている場合には落射照明用シャッター２３を
開く。これ以外は、図１４と同様であるので、その説明を省略する。
【００７５】
　本実施形態によれば、白色ＬＥＤ光源９０を観察光路上から外すことにより、白色ＬＥ
Ｄ光源２２に落射照明の励起光成分が照射されるのを防止することができる。これにより
、透過照明系を介したＬＥＤの不要な自家蛍光成分をなくし、良好な蛍光画像を取得する
ことができる。
【００７６】
　なお、本実施形態では、観察光路から白色ＬＥＤ光源９０を外したが、これに限定され
ず、例えば、ミラー１２を調整することにより、白色ＬＥＤ光源９０に照射する観察光路
自体を移動させてもよい。
【００７７】
　なお、図３、図６、図９、図１１、図１４、及び図１６のフローチャートで示した処理
のための制御プログラムを作成してコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録させてお
いてもよい。この場合、そのプログラムを記録媒体からコンピュータに読み込ませてＣＰ
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Ｕで実行させることにより、本発明を実施することができる。
【００７８】
　記録させた制御プログラムをコンピュータで読み取ることの可能な記録媒体としては、
例えば、コンピュータに内蔵若しくは外付けの付属装置として備えられるＲＯＭやハード
ディスク装置などの記憶装置、コンピュータに備えられる媒体駆動装置へ挿入することに
よって記録された制御プログラムを読み出すことのできるフレキシブルディスク、ＭＯ（
光磁気ディスク）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭなどといった携帯可能記録媒体等が利
用できる。
【００７９】
　また、記録媒体は、通信回線を介してコンピュータと接続される、プログラムサーバと
して機能するコンピュータシステムが備えている記憶装置であってもよい。この場合には
、制御プログラムを表現するデータ信号で搬送波を変調して得られる伝送信号を、プログ
ラムサーバから伝送媒体である通信回線を通じてコンピュータへ伝送するようにし、コン
ピュータでは受信した伝送信号を復調して制御プログラムを再生することでこの制御プロ
グラムをコンピュータのＣＰＵで実行できるようになる。
【００８０】
　第１～第３の実施形態によれば、白色ＬＥＤを透過照明光源として使用する顕微鏡にお
いて、落射蛍光検鏡時のＬＥＤの自家蛍光を回避し、観察（撮像）画像のバックグラウン
ドノイズ（オフセット成分）を回避することができる。
【００８１】
　また、白色ＬＥＤに外部から励起光が照射されなくなるので、白色ＬＥＤを構成する蛍
光体の劣化を防止することができるので、蛍光の光量低下を抑え、より長く白色ＬＥＤを
使用することができる。また、白色ＬＥＤを覆っているレンズ材料の劣化を防止できる。
【００８２】
　なお、第１～第３の実施形態では、白色ＬＥＤを透過照明系の光源に用いたが、これに
限定されず、例えば、蛍光体が付与されたＬＥＤ、蛍光体が付与された半導体レーザー等
の、蛍光体が付与された固体発光素子であればよい。
【００８３】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は、上述した各実施形態に限定されるこ
となく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良・変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】第1の実施形態（実施例１）における顕微鏡システムの構成例を示す。
【図２】第1の実施形態における透過用フィルターターレットの一例を示す。
【図３】第1の実施形態（実施例１）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。
【図４】第１の実施形態における1次元方向に移動するスライド式の透過用フィルター切
替部７０を示す。
【図５】第１の実施形態（実施例２）における顕微鏡システムの構成例を示す。
【図６】第１の実施形態（実施例２）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。
【図７】第２の実施形態（実施例１）における顕微鏡システムの構成例を示す。
【図８】第２の実施形態における迷光防止シャッター８０の一例を示す。
【図９】第２の実施形態（実施例１）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。
【図１０】第２の実施形態（実施例２）における顕微鏡システムの構成例を示す。
【図１１】第２の実施形態（実施例２）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。
【図１２】第３の実施形態（実施例１）における顕微鏡システムの構成例を示す。
【図１３】第３の実施形態における透過照明光源としての白色ＬＥＤ光源９０（９０ａ，
９０ｂ）を示す。
【図１４】第３の実施形態における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。
【図１５】第３の実施形態（実施例２）における顕微鏡システムの構成例を示す。
【図１６】第３の実施形態（実施例２）における顕微鏡制御部３０の制御フローを示す。
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【符号の説明】
【００８５】
　１　　　顕微鏡システム
　２　　　顕微鏡装置
　３　　　接眼レンズ
　４　　　蛍光キューブ
　５　　　レボルバ
　６　　　対物レンズ
　７　　　電動ステージ
　１０　　透過用フィルターターレット
　１１　　透過用フィルターターレット駆動モータ
　１２　　ミラー
　１３，１４　コレクタレンズ
　２１ａ　落射照明用光源（単色ＬＥＤ光源）
　２１ｂ　落射照明用光源（Ｈｇ／Ｘｅランプ）
　２２　　白色ＬＥＤ光源
　２３　　落射照明用シャッター
　２４　　落射照明用シャッター駆動モータ
　３０　　顕微鏡制御部
　３１　　照明制御手段
　３２　　透過用フィルターターレット制御手段
　４０　　操作部
　５０　　観察体
　６０（６０ａ，６０ｂ，６０ｃ，６０ｄ）　フィルター
　６１（６１ａ，６１ｂ，６１ｃ，６１ｄ）　穴間領域
　７０　　透過用フィルター切替部
　７１（７１ａ，７１ｂ，７１ｃ）　フィルター
　７２（７２ａ，７２ｂ，７２ｃ，７２ｄ）　穴間領域
　８０　　迷光防止シャッター
　８１　　迷光防止シャッター駆動モータ
　９０　　白色ＬＥＤ光源
　９１（９１ａ，９１ｂ）　白色ＬＥＤ
　９２（９２ａ，９２ｂ）　白色ＬＥＤ駆動モータ
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